
◆財務諸表のアップロード方法

①「2024年度」となっていることを確認。
違う年度が表示されている場合は、画面右上「ログアウト」から
一度ログアウトして、ログインし直す必要があります。

②「８ 財務諸表」をクリック

③公表単位を選択。
※原則、事業所単位で報告。

④会計の種類を入力。
（例）企業会計、社会福祉法人会計基準、

病院会計準則、医療法人会計基準など

⑤それぞれの書類タイトルを入力。

⑥ファイルをアップロード。

事業所の財務状況がわかる書類をPDF又はCSV形式でアップロードする必要があります。

・損益計算書、貸借対照表及び資金収支計算書の公表を原則としますが、資産、負債及び収支の内容がわかるものになって
いれば、必ずしも３つすべて揃える必要はありません。

・直近の事業年度を終えた時点で作成した書類をアップロードしてください。
・書類のタイトルについては、「損益計算書」「貸借対照表」等、書類のタイトルを入力してください。
・財務諸表に代えて、資産、負債及び収支の内容が分かる簡易な計算書類でも差支えありません。
・報告は介護サービス事業所・施設単位で行うことが原則ですが、事業所・施設単位で会計処理を行っていない場合等、
やむを得ない場合については、法人で作成した財務諸表をアップロードしてください。

・なお、公表後のイメージは「公表されるイメージを見る」から確認することができます。

※令和６年４月１日施行介護保険法第115条の44の２第１項等の規定により、今年度から介護サービス事業所は財務状況の
報告を行う必要があります。



【参考】
令和６年１１月２９日 介護保険最新情報Vol.1333から
「「介護サービス情報の公表」制度に関するＱ＆Ａ」の発出について


